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 久留米市世界のつばき館、山辺道文化館、久留米市立草野歴史資料館（以下「耳納北

麓観光拠点 

」という。）は、観光振興等を目的に設置しており、令和４年４月１日から指定管理者に

よる管理運営を行っています。令和９年３月３１日をもって指定期間が終了することか

ら、次期の指定管理者を募集します。 

 

１ 対象施設 

名称   久留米市世界のつばき館（以下「つばき館」という。） 

所在地 久留米市草野町矢作４９０番地２ 

 

名称   山辺道文化館（以下「文化館」という。） 

所在地 久留米市草野町草野４８７番地１ 

 

名称   久留米市立草野歴史資料館（以下「資料館」という。） 

所在地 久留米市草野町草野４１１番地１ 

 

２ 指定期間 令和 9 年 4 月 1 日（木）から令和 14 年 3 月 31 日（水）まで 

 

３ 管理の基準及び業務の範囲 

  「耳納北麓観光拠点施設管理運営業務仕様書」のとおり 

 

４ 利用料金に関する事項 

（１）利用料金制の採用 

各施設の管理運営にあたっては、指定管理者の経営努力を促すとともに、指定管理者

及び市の事務効率化を図るため、地方自治法第 244 条の 2 第 8 項の規定に基づく「利

用料金制」を適用し、徴収した利用料金は、指定管理者の収入として取り扱います。従

って、指定管理者は施設全体の管理運営に係る収支について、一定の責任を負うことに

なり、各施設の利用を促進し、収入の確保を図る必要があります。 

なお、利用料金の額は、久留米市立草野歴史資料館条例（昭和５８年条例第２０号。

以下「資料館条例」という。）、久留米市立草野歴史資料館条例施行規則（昭和５９年

規則第５号。以下「資料館規則」という。）、山辺道文化館条例（平成１０年条例第２

５号。以下「文化館条例」という。）、山辺道文化館条例施行規則（平成１０年規則第

４１号。以下「文化館規則」という。）、久留米市世界のつばき館条例（平成２５年条

例第３７号。以下「つばき館条例」という。）、久留米市世界のつばき館条例施行規則

（平成２６年規則第１２号。以下「つばき館規則」という。）で定める範囲内で、市の

承認を得て、指定管理者が定めることとします。具体的には、条例及び規則で定める額

を上限とします。 
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（２）利用料金の減免 

指定管理者は、施設設置に係る条例及び施行規則の規定に基づき、減免等の申請があ

った場合は、利用料金の減額や免除、返還を行わなければならないものとします。 

なお、減額又は免除した利用料金相当分について、市からの補填は行いません。 

 

５ 管理運営に関する経費 

（１）指定管理料の支払い 

耳納北麓観光拠点施設の管理運営に関する一切の費用は、市が支払う指定管理料のほ

か、利用料金、その他の収入をもって充てることとします。年間の指定管理料は、事業

計画に掲げる収支計画の中で、収支の差し引き額を基本とします。 

また、指定管理料は、定額払い方式とします。 

具体的な指定管理料の金額及び支払い方法については、協定で定めるところにより、

分割払いとします。 

 

 

（２）指定管理料の上限額 

耳納北麓観光拠点施設に係る５年間の指定管理料の限度額は、下記のとおりです。各

年度の指定管理料の限度額の範囲内で、「管理運営に係る収支計画書（様式４）」により、

指定期間の指定管理料を提案してください。なお、年度ごとの指定管理料の限度額及び

指定期間中の合計額を超えた提案額は失格となります。 

       つばき館指定管理料限度額 

９年度 26,825,000 円 

１０年度 27,219,000 円 

１１年度 27,634,000 円 

１２年度 28,073,000 円 

１３年度 28,549,000 円 

合計 138,300,000 円 

 

       文化館指定管理料限度額 

  ９年度 12,061,000 円 

１０年度 12,123,000 円 

１１年度 12,189,000 円 

１２年度 12,257,000 円 

１３年度 12,370,000 円 

合計 61,000,000 円 

定額払い方式 

経営努力により管理運営経費を節減した場合は収益に、管理運営経費が増

大した場合は損失となる方式。 
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       資料館指定管理料限度額 

  ９年度 8,844,000 円 

１０年度 8,873,000 円 

１１年度 8,904,000 円 

１２年度 8,936,000 円 

１３年度 9,043,000 円 

合計 44,600,000 円 

※ 上記の金額は、すべて消費税及び地方消費税の額を含みます。 

 

（３）賃金水準の変動への対応 

本件は、指定管理者制度における人件費スライド制度（賃金水準を図る指標の変動に

応じて指定管理料の増減を行う制度）を適用します。 

指定管理料のうち、本制度の対象となる経費については、「人件費等計画書（スライ

ド額算定用）（人件費スライドに係る第２号様式）」を施設毎に作成し、提出してくださ

い。また、指定管理料の提案にあたり、２年目以降の対象人件費の額は、初年度の単価

により計算してください。 

なお、人件費スライド制度の詳細については、「久留米市指定管理料の算定及び人件

費スライド制度の手引き」を参照してください。 

 

（４）令和６年度管理運営収支（単位：千円） 

  ①つばき館 
      令和６年度 備 考 

収
入 

利用料金等 ４２８ 貸スペース料、物販等 
指定管理料 １９，２１９  
計 １９，６４７  

支
出 

人件費等 ６，５５９ 臨時雇賃金、福利厚生費 
光熱水費 ９６３ 水道料、電気料 

業務委託費 ８，１７７ 展示･体験交流、樹木管理、施設管理、維持管理
（機械警備、消防設備点検、浄化槽保守等） 

消耗品費 ３６１  
租税公課 １，１２０  
その他 １，０５０ インターネット契約、パソコンリース等 
計 １８，２３０  
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  ②文化館 
    令和６年度 備 考 

収
入 

利用料金等 １４５ 貸室料、自主事業参加費等 
指定管理料 ８，６９６  
計 ８，８４１  

支
出 

人件費等 ４，２０５ 臨時雇賃金、福利厚生費 
光熱水費 ８７２  
修繕費 ９４  
業務委託費 ９３３ 機械警備、消防設備点検、浄化槽保守等 
消耗品費 １５２  
その他 ４３６ 保険、パソコンリース等 
計 ６，６９２  

 

  ③資料館 
    令和６年度 備 考 

収
入 

利用料金等 ６１ 図録販売 
指定管理料 ９，３１８  
計 ９，３７９  

支
出 

人件費等 ５，７４４ 臨時雇賃金、福利厚生費 
光熱水費 ５３７  

業務委託費 １，７１９ 維持･管理（学芸員業務、し尿汲取、機械警備、
消防設備点検等） 

消耗品費 ２１９  
その他 １，５８４ 保険、印刷製本費等 
計 ９，８０３  

 

 

６ 応募資格及び欠格事項等 

久留米市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体（複数の団体が共同する共

同事業体を含む。）で、指定期間中、安全かつ円滑に対象施設を管理運営することので

きる者とします。法人格は必須ではありません。共同事業体で応募する場合は、意思決

定等を行う本社等の機能を久留米市内に有する団体を構成員に含むこととし、代表とな

る団体を定めてください。 

なお、次に掲げる事項に該当する場合は、応募できません。また、応募後に該当する

ことが判明した場合は失格とします。 

（１）地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当し、久留米市の一般競争入札又は指

名競争入札の参加を制限されているもの。 

（２）地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定により、本市又は他の地方公共団体から

指定管理者の指定を取り消され、その取り消しの日から２年を経過しないもの。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

等により、更正又は再生手続を開始しているもの。 

（４）租税公課を滞納しているもの。 

（５）久留米市から指名停止措置を受けているもの。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）に規

定する暴力団又は暴力団員若しくはそれらと密接な関係を有するもの。 
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 ※ 共同事業体の場合 

・ 構成するすべての団体が前記のいずれの欠格事項にも該当しないことが必要

です。 

・ 単独で応募した団体が共同事業体の構成員となることはできません。 

・ 共同事業体の構成員である団体が他の共同事業体の構成員となることはでき

ません。 

 

７ 応募方法 

（１）応募書類の配付 

配布期間 令和８年５月８日（金）から令和８年７月３１日（金）まで 

ただし、午前８時３０分から午後５時１５分までとし、土曜・日曜・祝日

を除く 

配布場所 久留米市商工観光労働部観光・国際課（久留米市役所１１階） 

    ※配布資料は市ホームページからダウンロードが可能です。 

配布資料 ①耳納北麓観光拠点施設指定管理者募集要項（本書） 

②耳納北麓観光拠点施設管理運営業務仕様書 

③指定管理者指定申請書（第１号様式） 

④共同事業体の構成団体一覧（様式１） 

⑤応募資格に係る申立書（様式２） 

⑥管理運営業務計画書（様式３） 

⑦管理運営に係る収支計画書（様式４） 

⑧質問書（様式５） 

⑨委任状（様式６） 

⑩人件費等計画書（スライド額算定用・人件費スライドに係る第２号様式） 

（２）応募方法 

提出書類の正本１部及び副本（コピー可）１０部の計１１部を、提出期間（申請期

間）内に持参又は郵送により提出してください。郵送による場合は、配送等が確認で

きる方法で送付してください。なお、用紙サイズはＡ４サイズに統一し、提出書類の

項目順にインデックスを付け、左とじでファイル（フラットファイル等）に綴り、背

表紙及び表紙に当該施設名称、団体名称、正本及び副本がわかるように明記してくだ

さい。ただし、他の機関が発行する証明書類等で原本がＡ４サイズと異なる場合は、

副本のみＡ４サイズで統一してください。 

 

提出期間 令和８年７月１６日（木）から令和８年７月３１日（金）まで 

ただし、午前８時３０分から午後５時１５分までとし、土曜・日曜・祝日

を除く。郵送による場合は令和８年７月３１日（金）午後５時１５分必着。 

提出場所 久留米市商工観光労働部観光・国際課（久留米市役所１１階） 

〒830-8520 久留米市城南町 15番地 3 

TEL 0942-30-9137 FAX 0942-30-9707 

E-Mail kanko@city.kurume.lg.jp 
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８ 提出書類 

提出する書類は、次に掲げるとおりです。共同事業体で申請する場合は、共同事業体

の構成団体一覧（様式１）、共同事業体協定書またはこれに類する書類及び構成する団

体すべてに係る（３）（４）（５）の書類を併せて提出してください。 

また、申請等を本社ではなく支社、事業所、事務所等で行う場合には、委任状（様式

６）を併せて提出してください 

なお、市は暴力団の排除のため、指定管理者及び指定管理者に応募したものについて、

必要に応じて提出された書類等に基づき警察に照会することがあります。 

（１）指定管理者指定申請書（第１号様式） 

（２）指定期間内における事業計画等 ※③④は施設毎に作成ください 

① 公の施設の管理運営に係る基本方針 

② 管理運営業務計画書（様式３） 

③ 管理運営に係る収支計画書（様式４） 

・人件費スライド制度を適用するため、２年目以降の対象人件費の額は、初年度

の単価により計算してください。 

④ 人件費等計画書（スライド額算定用）（人件費スライドに係る第２号様式） 

（３）応募資格を有することを証する書類 

① 団体の定款、規約その他これらに類する書類 

② 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 

③ 納税証明書（法人税、消費税・地方消費税、法人事業税、法人市民税、市県民

税、固定資産税及び軽自動車税について、滞納がないことを証明する書類） 

・課税されていない団体等は、応募資格に係る申立書（様式２）の該当欄に納税義

務がない旨を記載すること。 

・委任を受けた場合には、国税は本社所在地の税務署の証明書を、都道府県税及

び市町村税は受任地の証明書を提出すること。 

④ 役員名簿（氏名、読み仮名、生年月日が記載されたもの）及び履歴書 

⑤ 応募資格に関する申立書（様式２） 

（４）団体の経営状況を証明する書類（事業報告書、収支（損益）計算書、貸借対照表、

財産目録又はこれらに相当する書類） 

・いずれも直近の会計年度２期分 

（５）団体の概要がわかる資料（団体の活動実績、組織図、事業パンフレット等） 

（６）その他必要な資料 

 

９ 指定管理者の選定及び指定 

応募資格を有する応募団体の中から、久留米市が設置する選定委員会において、審査

を実施し、審査基準に基づく総合的判断により指定管理者候補者を選定します。また、

応募団体が複数ある場合は、第２順位の候補者を選定します。 

（１）一次審査（書類審査） 

 一次審査は書類審査とし、審査結果は審査後速やかに全ての申請者に文書にて通知し

ます。 
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（２）二次審査 

 一次審査通過者に、二次審査（プレゼンテーション審査）を実施します。 

 ① 二次審査は、団体等の代表者又は代理人を含めて３名以内の出席とします。 

② 二次審査の日時・会場等については、決定次第速やかに文書にて通知します。 

③ 二次審査の結果は、決定後速やかに全ての二次審査参加者に文書にて通知します。 

④ 選定基準に基づく総獲得点数及び審査項目ごとの獲得点数の最低基準を別に定め

ることとし、最低基準に到達する申請者が１団体もなかった場合は、各申請者に

対してその旨を示し、必要な期間を定めて再度事業計画等の必要書類の提出を求

め、２回目の選定委員会による審査を行います。なお、これらの審査の結果、候補

者なしとする場合もあります。 

（３）候補者の決定 

最終審査の結果については、応募団体全員に文書で通知します。また、久留米市のホ

ームページに審査結果の概要を掲載し、全ての二次審査参加者の名称・評価・採点表を

公開します。なお、選定結果については、行政不服審査法（昭和 37 年法律第 160 号）

に基づく異議申立又は行政事件訴訟法（昭和 37 年法律第 139 号）に基づく訴えの提起

をすることができません。 

（４）指定管理者の指定 

指定管理者候補者として選定された応募団体は、令和８年１２月開催予定の久留米市

議会の議決を経て指定管理者として指定される予定です。 

ただし、議決を経るまでの間に、暴力団又は暴力団員若しくはそれらと密接な関係を

有することが判明するなど、指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事

情が生じた場合は、指定管理者候補者としての資格を取り消すことがあります。 

また、指定管理者の指定を受けられないことにおいて生じる一切の損害の賠償等に関

する請求はできないものとします。 

 

10 審査基準 

指定管理者候補者の選定は、以下の審査項目（配点）に基づく総合点数方式により行

い、最も高い者を候補者とします。なお、最高点の者が複数いた場合は、価格提案の金

額が最も安価な者を候補者とします。点数は、委員１人あたりの持ち点【100 点】の内

訳です。 

（１）選定基準 

次に掲げる事項のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定

します。 

①事業計画等による各施設の運営が、住民の利用及び来館者の利用に関し公平性を

確保することができるものであること。 

②事業計画等の内容が、各施設の効用を最大限に発揮させるものであること。 

③管理運営に係る経費の縮減が図られているものであること。 

④事業計画等に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するもので

あること。 

⑤地域経済を活性化することに寄与することが認められること。 
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（２）審査項目と配点 

指定管理者候補者の選定は、以下の審査項目と配点（委員１人あたり）に基づく総

合点数方式により行います。 

 

審査項目・配点 

１ 
事業計画等による各施設の運営が、住民の利用及び来館者の利用に関
し公平性を確保することができるものであるか 

10点 

 ① 
住民の利用及び来館者の公平な利用を図るための具体的手法、対策等が示
されているか 

 ② 
団体等の個人情報・情報公開への姿勢及び施設運営に当たって講じる個人
情報・情報公開の措置は適切か 

２ 
事業計画等の内容が、各施設の効用を最大限に発揮させるものである
か 

30点 

 ① 
施設の利用促進策について、コンセプトやターゲットを設定したうえで、
十分な事業予算が確保され、施設の効用を発揮できる内容が示されている
か 

 ② 
利用者アンケートの実施、分析及び改善のサイクルが十分に想定されてい
るか 

 ③ 施設の維持管理、安全管理は適切か 

 ④ 地域人材等と協働した事業内容となっているか 

 ⑤ 
耳納北麓地域の観光資源について理解し、観光客等の満足度向上にむけた
提案となっているか 

 ⑥ 
観光拠点化や地域への周遊について、独自の視点やアプローチを持った有
効的な提案となっているか 

３ 
事業計画等の内容が、管理運営に係る経費の縮減が図られているもの
であるか 

20点 

 ① 収支計画書において、経費の節減が示されているか 

 ② 経費節減のための具体策が適切か 

 ③ 利用料金収入、自主事業等収入を向上させる内容となっているか 

４ 
事業計画等に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有す
るものであるか 

20点 

 ① 
管理を安定して行うことが可能な職員配置計画及び採用計画となってい
るか 

 ② 配置職員の勤務形態及び勤務条件は適正か 

 ③ 職員の人材育成、研修計画が適切か 

 ④ 団体等の財務状況は健全か 

 ⑤ 
類似施設を良好に運営した実績又は各業務と類似した業務の実績はある
か 
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５ 地域経済を活性化することに寄与することが認められるか 20点 

 ① 
観光の振興による地域経済の活性化を視野に入れた目標や計画があり、そ
の内容が適切かつ実現可能なものか 

 ② 
地元団体・人材・事業者等と連携し、観光消費に資する取組となっている
か 

総配点 100点 

 

11 全体のスケジュール 

① 公募に係る書類等の配布期間  ５月８日（金）～７月３１日（金） 

② 現地説明会の開催    ６月５日（金） 

③ 質問書提出期間     ５月８日（金）～６月１９日（金） 

④ 質問書の回答     ６月２６日（金）までに随時 

⑤ 応募受付期間     ７月１６日（木）～７月３１日（金） 

⑥ 書類審査     ８月中旬（予定） 

⑦ 面接審査（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）   ８月下旬（予定） 

⑧ 選定結果公表    ９月中旬（予定） 

⑨ 指定管理者候補者との仮協定締結  １１月上旬（予定） 

⑩ 指定管理者の指定の通知   １２月定例議会議決後 

⑪ 指定管理者の運営開始    令和９年 4 月 1 日（木） 

 

12 現地説明会等の開催 

応募方法、申込書類、指定管理者業務及び現場の状況等について説明会を開催します。 

開催日時 令和８年６月５日（金）１３時３０分～ 

開催場所  ・久留米市世界のつばき館 ※以下施設順次 

・山辺道文化館 

・久留米市立草野歴史資料館 

 参加者等  １団体等につき２名以内 

（グループで応募する場合は、グループから２名以内） 

 申込方法 令和８年６月３日（水）午後５時１５分までに、久留米市商工観光労働

部観光･国際課（公募に係る書類等の配布場所・提出先と同じ）へ団体

名、役職名、氏名を郵送、ＦＡＸ、メールのいずれかにて申込みを行っ

てください。なお、その際の様式は問いません。 

 ※ 本説明会への参加は任意です。（応募の必須要件ではありません。） 

※ 本説明会では、質疑は行いません。質問については、次項の「質問受付及び回答」

により行ってください。 

※ 各施設間の移動は、各自でお願いします。 
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13 募集要項に関する質問の受付及び回答 

提出期間 令和８年５月８日（金）から令和８年６月１９日（金）まで 

ただし、午前８時３０分から午後５時１５分までとし、土曜・日曜・祝

日は除く 

提出様式 質問書（様式５） 

提出方法 質問書（様式５）により、久留米市商工観光労働部観光・国際課（公募

に係る書類等の配布場所・提出先と同じ）へ持参、郵送、ＦＡＸ、メー

ルのいずれかにて提出してください。ただし、郵送による場合は、令和

８年６月１９日（金）午後５時１５分必着とし、配送が確認できる方法

で送付してください。なお、電話での受付は行いません。 

回答方法 質問内容及び質問に対する回答を令和８年６月２６日（金）までに随時

市のホームページに掲載します。質問者へ郵送、メールなどにより直接

回答することはありません。質問に対する回答は、本募集要項を補足す

るものとします。 

 

14 申請に係る留意事項 

（１）選定に関わる委員等への接触の禁止 

応募団体等が本案件の応募に関し、選定委員会委員、その他本件選定手続きの関係

職員に対して個人的に接触することを禁じます。接触の事実が認められたときは、失

格とする場合があります。 

 

（２）申請に要する費用の負担 

 申請に係る経費は、全て応募団体等の負担とします。 

 

（３）著作権の帰属 

 申請書類の著作権は申込者に帰属しますが、指定管理者候補者の選定後、久留米市

情報公開条例に基づき開示が必要な場合は、久留米市は全ての応募団体等の応募書類

の全部又は一部を無償で使用できるものとします。 

なお、知的財産権に該当する権利については、各種法律の規定に基づきます。 

 

（４）選定にかかる情報公開等の取扱い 

提出された申請書類は情報公開制度の対象であり、請求に対する公開・非公開の決定

については、久留米市情報公開条例（平成 13 年久留米市条例第 24 号）に基づいて行い

ます。 

 

15 基本協定書及び年度協定書の締結 

市は指定管理者候補者と仮協定を締結します。その後久留米市議会の議決を経て指定

管理者を指定したときに、この協定は成立し、仮基本協定書は書きかえることなく基本

協定書とするものとします。 

指定管理者候補者は、暴力団排除に係る条項を記載した誓約書を提出することになっ
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ています。当該仮基本協定の確定は、仮基本協定書に双方が記名押印するとともに、指

定管理者候補者が誓約書に記名押印したときとします。また、基本協定書及び年度協定

書への印紙の貼付の要否については、指定管理者の候補者において、税務署に確認し、

必要に応じて貼付をするものとします。 

 

16 更新制に関する事項 

 指定管理者が以下の条件をすべて満たす場合は、次期に非公募で指定管理者候補者と

なることができる「更新制」を適用します。 

 

 

  

更新の条件 

① 指定期間 1 年目から 3 年目までのモニタリングにおける総合評価

の結果が 3 年連続して A（良）以上であること 

② 当該施設に対する市の政策（施設の位置づけ）に変更がないこと 

③ 次期施設運営の条件等について、市と指定管理者の双方が合意し

ていること 
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【耳納北麓観光拠点施設入館者数】 

 

 

 年度ごとの入館者数（人） 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

世界のつばき館 ４１，７９９ ４６，２８２ ４６，３０１ 

山辺道文化館 １２，８７４ １２，７５０ １６，０９６ 

草野歴史資料館 ２，７２１ ２，９５３ ３，７４４ 

 

 

 

 令和７年度 月ごとの入館者数（人） 

世界のつばき館 山辺道文化館 草野歴史資料館 

４月 ３，１３６ １，４９２ ２１３ 

５月 ２，３１５ ８８６ １８９ 

６月 ２，１８２ ７３２ １９０ 

７月 ２，４３７ ８４０ １５１ 

８月 ２，６１２ ６７０ １４７ 

９月 ２，２７６ ７３４ １２９ 

１０月 ２，６２５ ９４８ １７５ 

１１月 ２，５４９ １，０７０ ２３６ 

１２月 ２，８５８ ７１１ １９４ 

１月 ３，２７７ ６６５ ２２１ 

２月 ３，７７７ ６８８ １９９ 

３月 １６，２５７ ６，６６０ １，７００ 
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【草野歴史資料館平面図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１展示室 

（56.4 ㎡ ） 

第２展示室(50.9 ㎡) 

第３展示室 

（12.0 ㎡） 

収蔵室（21.0 ㎡） 

学習室（27.0 ㎡） 
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【山辺道文化館平面図（敷地）】 
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倉庫棟 

駐車場 
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【山辺道文化館平面図（建物１階）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 体験学習室 

（29.8 ㎡） 

応接室 

（18.6 ㎡） 

地域の展示室 

（29.8 ㎡） 

休憩・談話室 

（16.6 ㎡） 

第2体験 

学習室 

（13.2㎡） 

第3体験 

学習室 

（13.2㎡） 

事務管理室 
倉庫 A 

倉庫 B 物入 

書庫 

地下倉庫 

事務 

管理室 
トイレ 
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【山辺道文化館平面図（建物２階）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり 

会議室 

（49.7 ㎡） 

給湯室 

（13.2 ㎡） 

体験学習室 

兼会議室 

（19.9 ㎡） 
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【世界のつばき館平面図（敷地）】 
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庭園 
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【世界のつばき館平面図（情報交流施設）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホール 

（125.1 ㎡） 

 

 

体験交流 

スペース 

（37.8 ㎡） 

事務室 

（19.6 ㎡） 

 

 

 

 

屋外交流 

スペース 

（14.0 ㎡） 

トイレ 

屋外交流スペース（34.3 ㎡） 

 

倉庫 

（14.4 ㎡） 
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【世界のつばき館平面図（ツバキ展示施設）】 

 


